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石巻市とＵＲ都市機構が復興まちづくりの推進に向け相互に協力 

～ 復興まちづくりに係る覚書の交換 ～ 

 

10月１日、石巻市とＵＲ都市機構は、石巻市における復興まちづくりを円滑に推

進するため、相互協力を確認する覚書を交換しました。 

石巻市とＵＲ都市機構は、平成 24年 3月 10日に災害公営住宅の整備に係る基本

協定を締結し、災害公営住宅の整備を協力して推進しております。今回の覚書は、

災害公営住宅の整備、復興整備事業の実施等についての協力を確認し、復興まちづ

くりの進捗を図っていくものです。 

 

 

・別添１： 覚書 

・別添２： ＵＲ都市機構による震災復興まちづくり 

・別添３： 災害公営住宅の整備に係る基本協定 

・別添４： ＵＲ都市機構による震災復興の住まいづくり 

・別添５： 被災市町村との覚書・協定締結一覧 

 

 

○お問い合わせは下記へお願いします。 

 石巻市 震災復興部 基盤整備課 

  課長 近江 電話 0225（95）1111（代） 

 ＵＲ都市機構 宮城・福島震災復興支援局 計画調整第２チーム 

  ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ  関本 電話 022（355）4531（代） 

 

東日本大震災関係 



 

 

石巻市と独立行政法人都市再生機構との東日本大震災に係る

復興まちづくりの推進に向けた覚書 

 

 

石巻市（以下「甲」という。）と独立行政法人都市再生機構（以下「乙」という。）

は、相互のパートナーシップを確認し、東日本大震災の被災地域における復興まち

づくりを推進するため、次のとおり覚書を交換する。 

 

（相互協力） 

第１条 甲及び乙は、復興まちづくりについて相互に協力し、誠意をもって協議を行

い、円滑な推進に努めるものとする。 

２ 甲及び乙は、相互に協力し、復興まちづくりの推進のための必要な体制を確保

するものとする。 

 

（役割分担等） 

第２条 乙は、甲が実施する次に掲げる事項について協力するものとする。 

（１）復興まちづくりの計画の策定 

（２）復興整備事業の実施 

（３）災害公営住宅の整備 

（４）その他甲及び乙が必要と認める事項 

２ 甲及び乙は、復興まちづくりを円滑かつ効果的に進めるため、前項各号に掲げ

る事項の実施に関し、必要な情報を共有するものとする。 

３ 乙が第１項の規定に基づく協力を行うに当たっては、その具体的内容について

甲乙協議し、合意の上、別途協定書を締結するものとする。 

 

（その他） 

第３条 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議し

て定めるものとする。 

 

 この覚書交換の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

平成２４年１０月１日 

 

甲 宮城県石巻市穀町１４番１号 

石巻市 

石巻市長  亀 山   紘 

 

乙 神奈川県横浜市中区本町六丁目５０番１号 

独立行政法人都市再生機構 

理事長   上 西 郁 夫 

別添１ 



ＵＲ都市機構による震災復興まちづくり 
－ 復興整備事業支援 － 

■ 復興特区法におけるUR都市機構の位置づけ 

＜お問い合わせ先＞ 

◎独立行政法人 都市再生機構 

  宮城・福島震災復興支援局 

  〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-6-1 

  東武仙台第１ビル ７階 

   Tel 022-355-4531㈹ Fax 022-291-8891 

地
方
公
共
団
体 

UR

都
市
機
構 

復
興
整
備
事
業
等 

協
力
協
定 

 復興まちづくり計画策定 

 「東日本大震災復興特別区域法」において、UR都市機構は、従来の業務のほか、委託に基づき、

復興整備計画に記載された復興整備事業を行うことができることとなりました。 

■ UR都市機構の復興整備事業基本支援フロー 

 ・土地区画整理事業の受託         ・災害公営住宅整備事業の受託※ 等 

 ・防災集団移転促進事業の受託 

 ・津波復興拠点整備事業の受託 

 ・漁港施設機能強化事業の受託 

 ・漁業集落防災機能強化事業の受託 

※ 災害公営住宅整備事業（買取型）
については都市機構法（第11条１
項16号）において規定 
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別添２ 

※ 今回締結の覚書 
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＜お問い合わせ＞ 

◎独立行政法人 都市再生機構   （http://www.ur-net.go.jp/） 

震災復興支援室        〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町 6-50-1 

Tel 045-650-0876 Fax 045-650-0366 

宮城・福島震災復興支援局 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 4-6-1 東武仙台第１ビル７階 

Tel 022-355-4531 Fax 022-291-8891 

岩手震災復興支援局     〒020-0021 岩手県盛岡市中央通 1-7-25朝日生命盛岡中央通ビル８階 

Tel 019-604-3066 Fax 019-604-3028 
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ＵＲ都市機構による震災復興の住まいづくり 

――災害公営住宅建設の支援―― 

＜東日本大震災におけるＵＲの支援状況＞ 

■ 被災者の方に一定期間無償でＵＲ賃貸住宅を提供 

■ 応急仮設住宅用地の提供（仙台市あすと長町地区、いわきＮＴ地区、盛岡南新都心地区） 

■ 応急仮設住宅建設に延べ１８１人を派遣（岩手県、宮城県、福島県） 

■ ＵＲの震災復興支援体制（平成２４年８月１日現在） 

○現地体制は１９７名（宮城・福島震災復興支援局、岩手震災復興支援局） 

○うち、個別地区の事業化支援のため、次の 10 市町に専任チームを配置［５０名］ 

＜岩手県＞宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市 

＜宮城県＞気仙沼市、南三陸町、女川町、東松島市 

○また、復興整備計画策定等の技術支援のため、次の１県５市町に職員を派遣［１３名］ 

＜岩手県＞釜石市 ＜宮城県＞石巻市、名取市 ＜福島県＞福島県、新地町、いわき市 

＜福島県＞福島県、新地町、いわき市 ＜参考＞阪神・淡路大震災におけるＵＲの支援活動 

■ 延べ 7,300 人を派遣し、建物応急危険度判定、宅地被害対策調査、応急仮設住宅建設を支援 

■ 最大 260 人体制の震災復興事業本部を設置し、復興まちづくりを支援 

○国・兵庫県・被災市と共同で災害復興住宅設計指針を策定 

○当初 3 年間で約 18,600 戸の災害復興住宅を整備 

○被災者・地権者等の合意形成を図り、市街地の復興事業を推進 

・市街地再開発事業 5 地区 ・土地区画整理事業 4 地区 ・住宅市街地総合支援事業 14 地区 

◎ ＵＲ都市機構の災害公営住宅建設支援フロー

（買取方式） 

※独立行政法人都市再生機構法第１４条第３項に基づく地方公共団体からの要請に基づき住宅建設を行います。 

発行日：平成 24 年 8 月 6 日 

別添４

http://www.ur-net.go.jp/
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